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神奈川県社会福祉協議会介護福祉士修学資金等貸付事業実施要綱 

 

第１ 目的 

この事業は、次の１から６までに掲げる事業（以下「本事業」という。）を実施し、地域

の福祉・介護人材の育成及び確保並びに定着を支援することを目的とする。 

１ 介護福祉士修学資金貸付事業 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30 号。以下「法」という。）第 39 条第１

号から第３号まで（社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律（平成 19 年法律第

125 号）附則第２条第３項の規定により行うことができることとされている同法第３条によ

る改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第 40 条第２項第１号から第３号までを含む。）の

規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した

養成施設（以下「介護福祉士養成施設」という。）に在学し、介護福祉士の資格の取得を目

指す学生に対し修学資金（以下「介護福祉士修学資金」という。）を貸し付ける事業 

２ 福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業 

「地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業）における「福祉系高校修

学資金貸付事業」等の実施について 」（令和３年５月７日社援基発０５０７第１号）（以下

「基金実施要綱」という。）の別紙１（以下「福祉系高校修学資金貸付実施要綱」という。）

における、法第 40条第２項第４号の規定に基づき、学校教育法に基づく高等学校又は中等

教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したもの（以下「福祉系高校」とい

う）に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す学生に対し、修学資金（以下「福祉系高校

修学資金」という。）を貸し付け、その後、福祉系高校修学資金貸付実施要綱の第９に掲げ

る事項に該当する者に対して、福祉系高校修学資金の返還に充てる資金（以下「返還充当資

金」という。）を貸し付ける事業 

３ 介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業 

法第 40条第２項第２号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都

道府県知事の指定した養成施設（「以下「実務者研修施設」という。」に在学し、介護福祉士

の資格の取得を目指す学生に対し修学資金（以下「介護福祉士実務者研修受講資金」という。）

を貸し付ける事業 

４ 離職した介護人材の再就職準備金貸付事業 

介護職としての一定の知識及び経験を有する者に対し、離職した介護人材の再就職準備

金（以下「再就職準備金」という。）を貸し付ける事業 

５ 障害福祉分野就職支援金貸付事業 

他業種等で働いていた者等であって、一定の研修等を修了し、障害福祉分野に就労しよう

とする者に対し、就職支援金（以下「障害福祉分野就職支援金」という。）を貸し付ける事

業 
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６ 社会福祉士修学資金貸付事業 

法第７条第２号又は第３号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学

校又は都道府県知事の指定した養成施設（以下「社会福祉士養成施設」という。）に在学し、

社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金（以下「社会福祉士修学資金」という。）

を貸し付ける事業 

 

第２ 実施主体 

 本事業は、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）が行うもの

とする。 

 

第３ 貸付計画の承認 

 県社協は、本事業を実施するにあたり貸付計画を作成し、県の承認を受けるものとする。 

 また、当該計画を変更する場合においても県の承認を受けるものとする。 

 

第４ 用語の定義 

 この要綱において、次の各号のとおり用語を定義する。 

１ この要綱において「返還免除対象業務」とは、「指定施設における業務の範囲等及び介

護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」（令和６年７月３日社援

発 0703 第１号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）の別添１及び別添２に定める

職種又は業務をいう。 

２ この要綱において「介護職員等」とは、居宅サービス等（介護保険法（平成９年法律第

123 号）第 23条に規定する居宅サービス等をいう。）を提供する事業所若しくは施設又は

第一号訪問事業（同法第 115 条の 45 第１項第１号イに規定する第一号訪問事業をいう。）

若しくは第一号通所事業（同号ロに規定する第一号通所事業所をいう。）を実施する事業

所において、介護職員その他主たる業務が介護等、（法第２条第２項に規定する介護等を

いう。）の業務である者をいう。 

３ この要綱において「障害福祉職員」とは、障害福祉サービス（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律 123 号）（以下「障害者総合支援

法」という。）第５条第１項、第 18項、第 77 条及び第 78 条、児童福祉法（昭和 22 年法

律 164 号）第６条２の２第１項、第７項及び第７条第２項、身体障害者福祉法（昭和 24

年法律 283 号）（以下「身体障害者福祉法」という。）第４条の２に規定するサービスをい

う）を提供する事業所若しくは施設、障害者総合支援法第５条第 27 項、第 28 項及び第

77 条の２及び身体障害者福祉法第５条に規定する施設若しくは事業所において、主たる

業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者をいう。 

４ この要綱において「福祉系高校」とは、法第 40 条第２項第４号の規定に基づき、学校

教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指
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定したものをいう。 

５ この要綱において「福祉系高校修学資金」とは、福祉系高校に在学し、介護福祉士の資

格の取得を目指す学生に対し、貸付ける修学資金をいう。 

６ この要綱において、「返還充当資金」とは、福祉系高校修学資金を貸付け、その後、「地

域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業）における「福祉系高校修学資

金貸付事業」等の実施について 」（令和３年５月７日社援基発 0507 第１号厚生労働省社

会・援護局福祉基盤課長通知）（以下「（国）福祉系高校修学資金貸付事業実施要綱」とい

う。）の第９に掲げる事項に該当する者に対して、福祉系高校修学資金の返還に充てる資

金をいう。 

７ この要綱において「充当資金返還免除対象業務」とは、返還免除対象業務から福祉系高

校修学資金の返済免除対象業務の範囲（（国）福祉系高校修学資金貸付事業実施要綱の第

７に掲げる範囲）を除いた業務をいう。 

８ この要綱において「返還免除対象業務等」とは、第１の１、３および６に掲げる事業に

あっては、１の「返還免除対象業務」を、同２に掲げる事業にあっては、７の「充当資金

返還免除対象業務」を、同４に掲げる事業にあっては、２の「介護職員等」が行う業務を、

同５に掲げる事業にあっては、３の「障害福祉職員」が行う業務をいう。 

 

第５ 介護福祉士修学資金貸付事業 

 第１の１の「介護福祉士修学資金貸付事業」の貸付対象者、貸付期間及び貸付額は次のと

おりとする。 

１ 貸付対象者は、次の（１）及び（２）の要件を満たす者とする。 

（１）次のいずれかに該当する者 

ア 県内に住民登録をしている介護福祉士養成施設の学生であって、卒業後に県内の

事業所又は施設で返還免除対象業務に従事しようとする者 

イ 県内の介護福祉士養成施設の学生であって、卒業後に県内の事業所又は施設で返

還免除対象業務に従事しようとする者 

ウ 介護福祉士養成施設の学生となった年度の前年度に県内に住民登録していたもの

であり、かつ、介護福祉士養成施設での修学のため転居をしたものであって、卒業

後に県内の事業所又は施設で返還免除対象業務に従事しようとする者 

エ アからウに限らず、介護福祉士養成施設を卒業後に県内の事業所又は施設で返還

免除対象業務に従事しようとする者であると県社協会長が認めた者 

（２）次のア又はイのいずれかに該当する者であって、家庭の経済状況等から貸付けが必要

と認められるもの 

ア 学業成績等が優秀と認められる者 

イ 卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向け 

 た向学心があると認められる者 
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ただし、３の（３）の国家試験受験対策費用及び３の（４）の生活費加算の貸付対象

者は、それぞれ、次のア及びイに定める者に限る。 

ア 国家試験受験対策費用の貸付対象者 

介護福祉士養成施設の卒業年度に介護福祉士国家試験を受験する意思のある者 

イ 生活費加算の貸付対象者 

貸付申請時に生活保護受給世帯又はこれに準ずる経済状況にあると県社協会長が認

める世帯の世帯員である者 

２ 貸付期間は、介護福祉士養成施設の正規の修学期間とする。 

３ 貸付額は月額 50,000 円以内の貸付対象者が希望する額とする。ただし、次の（１）か

ら（４）に定める額を、加算することができる。 

（１）入学準備金 初回の貸付時に限り、200,000 円以内 

（２）就職準備金 最終回の貸付時に限り、200,000 円以内 

（３）国家試験受験対策費用 一年度当たり 40,000 円以内 

（４）生活費加算 別表のとおりとする。（年齢及び居住地が同一の者に係る加算額は、同

一年度において同額とする。） 

 

第６ 福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業 

 第１の２の「福祉系高等修学資金返還充当資金貸付事業」の貸付対象者、貸付回数及び貸

付額は次のとおりとする。 

１ 貸付対象者は、（国）福祉系高校修学資金貸付事業実施要綱の第９に掲げる事項に該当

する者（別紙１の第 10により読み替えの適用となる者を含む。）とする。 

２ 貸付回数は、同一の貸付対象者に対して一回限りとする。 

３ 貸付額は、（国）福祉系高校修学資金貸付事業実施要綱の第３の３により福祉系高校修

学資金として貸し付けた額と同額とする。 

 

第７ 介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業 

 第１の３の「介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業」の貸付対象者、貸付期間及び貸付

額は次のとおりとする。 

１ 貸付対象者は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30 号。以下「法」とい

う。）第 40 条第２項第２号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又

は都道府県知事の指定した養成施設（以下「実務者研修施設」という。）に在学し、介護

福祉士の資格取得後、県内の事業所又は施設で返還免除対象業務に従事しようとする者

であって、貸付申請年度に実務者研修を修了し、当該年度の介護福祉士国家試験を受験す

る者とする。 

２ 貸付期間は、実務者研修施設の正規の修学期間とする。 

３ 貸付額は 200,000 円以内で貸付対象者の希望する額とする。 
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第８ 離職した介護人材の再就職準備金貸付事業 

 第１の４の「離職した介護人材の再就職準備金貸付事業」の貸付対象者、貸付額及び貸付

回数は次のとおりとする。 

１ 貸付対象者は次の(１)から（６）の要件を全て満たす者とする。 

（１）県内の事業所又は施設に介護職員等として就労が決定（内定を含む。）した者であっ

て、介護職員等としての実務経験を１年以上（雇用期間が通算 365 日以上かつ介護等の

業務に従事した期間が 180 日以上）有する者 

（２）離職後の期間が１年以上 15年以内の者 

（３）次のいずれかに該当する者 

  ア 介護福祉士 

  イ 実務者研修施設における実務者研修修了者 

  ウ 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 22 条の 23 第１項に規定す

る介護職員初任者研修修了者 

  エ 改正前の介護保険法施行規則第 22 条の 23 第１項に規定する介護職員基礎研修、

１級課程、２級課程修了者 

（４）直近の介護職員等としての離職日から、介護職員等として再就労する日までの間に、

予めかながわ福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録を行った者 

（５）県社協会長が定める「再就職準備金利用計画書」を提出した者 

（６）県社協会長が定める期間内に、県内の事業所又は施設に介護職員等として就労が決定

（内定を含む。）し、就労後引き続き２年以上介護等の業務に従事しようとする意思を

有する者 

２ 貸付額は、400,000 円と貸付対象者が再就職準備金利用計画に記載した額のいずれか少

ない方の額とする。 

３ 貸付回数は、同一の貸付対象者に対して一回限りとする。 

 

第９ 障害福祉分野就職支援金貸付事業 

 第１の５の「障害福祉分野就職支援金貸付事業」の貸付対象者、貸付額及び貸付回数は次

のとおりとする。 

１ 貸付対象者は次の（１）から（５）の要件を全て満たす者とする。 

（１）県内の事業所及び施設に障害福祉職員として就労が決定（内定を含む。）した者 

（２）前職から貸付申請該当業務就労以前１年間に介護職員等又は障害福祉職員として就

労していない者 

（３）原則として、介護保険法施行規則第 22 条の 23 第１項に規定する介護職員初任者研

修以上の研修を修了（見込みを含む。）した者、または、「指定居宅介護等の提供に当た

る者として厚生労働大臣が定めるもの」（平成 18 年厚生労働省告示 538 号）第１条第
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３項に規定する居宅介護職員初任者研修、同条第４項に規定する障害者居宅介護従業

者基礎研修、同条第５項に規定する重度訪問介護従業者養成研修（基礎課程、または統

合課程、もしくは行動障害支援課程のうちいずれかを受講すること。）、同条第６項に規

定する同行援護従業者養成研修（一般課程、または応用課程のいずれかを受講するこ

と。）、同条第７項に規定する行動援護従業者養成研修、「地域生活支援事業等の実施に

ついて（平成 28 年８月３日障発第 0801002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知）」別記２-10「強度行動障害支援者養成研修事業（基礎研修、実践研修）」に基

づく強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）いずれかを修了（見込みを

含む。）した者。 

なお、第８に掲げる離職した介護人材の再就職準備金又は介護分野就職支援金貸付

事業実施要綱（令和３年５月７日社援基発 0507 第 1 号厚生労働省社会・援護局福祉基

盤課長通知）で規定される介護分野就職支援金の貸付けを受けたことがある者を除く。 

（４）かながわ福祉人材センターに有資格者の届出又は求職者登録（以下「届出・登録」と

いう。）を行った者 

（５）県社協会長が定める期間内に、県内の事業所又は施設に障害福祉職員として就労し、

就労後引き続き２年以上障害福祉等の業務に従事しようとする意思を有する者 

２ 貸付額は、200,000 円と障害福祉分野就職支援金利用計画に記載された額のいずれか少

ない額とする。 

３ 貸付回数は、同一の貸付対象者に対して一回限りとする。 

 

第１０ 社会福祉士修学資金貸付事業 

 第１の６の「社会福祉士修学資金貸付事業」の貸付対象者、貸付期間及び貸付額は次のと

おりとする。 

１  貸付対象者は、次の（１）及び（２）の要件を満たす者とする。 

（１）次のいずれかに該当する者 

ア 県内に住民登録をしている社会福祉士養成施設の学生であって、卒業後に県内の

事業所又は施設で返還免除対象業務に従事しようとする者 

イ 県内の社会福祉士養成施設の学生であって、卒業後に県内の事業所又は施設で返

還免除対象業務に従事しようとする者 

ウ 社会福祉士養成施設の学生となった年度の前年度に県内に住民登録していたもの

であり、かつ、社会福祉士養成施設での修学のため転居をしたものであって、卒業

後に県内の事業所又は施設で返還免除対象業務に従事しようとする者 

エ アからウに限らず、社会福祉士養成施設を卒業後に県内の事業所又は施設で返還

免除対象業務に従事しようとする者であると県社協会長が認めた者 

（２）次のア又はイのいずれかに該当する者であって、家庭の経済状況等から貸付けが必要

と認められるもの 
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ア 学業成績等が優秀と認められる者 

イ 卒業後、中核的な相談職として就労する意欲があり、社会福祉士資格取得に向け

た向学心があると認められる者 

ただし、３の（３）の生活費加算の貸付対象者は、貸付申請時に生活保護受給世帯

又はこれに準ずる経済状況にあると県社協会長が認める世帯の世帯員である者に限

る。 

２  貸付期間は、社会福祉士養成施設に在学する期間とする。 

３  貸付額は月額 50,000 円以内の貸付対象者が希望する額とする。 

ただし、次の（１）から（３）に定める額を、加算することができる。 

（１）入学準備金 初回の貸付け時に限り、200,000 円以内 

（２）就職準備金 最終回（社会福祉士短期養成施設等に在学する者である場合にあっては、

初回又は最終回）の貸付け時に限り、200,000 円以内 

（３）生活費加算 別表のとおりとする。（年齢及び居住地が同一の者に係る加算額は、同

一年度において同額とする。） 

 

第１１ 貸付方法及び利子 

１ 本事業による貸付けは、県社協会長と貸付対象者との契約により行うものとする。 

なお、福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業の貸付方法は、貸付対象者に実際に

貸付けるのではなく、契約変更等を行い、第１９で規定する会計処理により、返還充当資

金の金額を福祉系高校修学資金のサービス区分の勘定科目へ付け替えを行い、県社協の

会計処理で完結することとする。 

２ 貸付金の交付方法については、第５から第１０の事業ごとに別に定める。 

３ 利子は、無利子とする。 

 

第１２ 保証人 

１ 本事業による貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。なお、貸

付けを受けようとする者が未成年者である場合の保証人は法定代理人でなければならな

いものとする。 

２ 保証人は、貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。（以下「連帯保証

人」という。） 

 

第１３ 貸付契約の解除及び貸付けの休止 

１ 県社協会長は、本事業において、貸付契約の相手方が貸付事業の目的を達成する見込み

がなくなったと認められるときは、その契約を解除する。 

２ 県社協会長は、本事業において、貸付契約の相手方が貸付契約の解除を申し出たときは、

その契約を解除する。 
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３ 県社協会長は、介護福祉士修学資金、社会福祉士修学資金において、貸付契約の相手方

が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する

月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを休止する。 

 

第１４ 返還の債務の当然免除 

 県社協会長は、貸付契約の相手方が次の１又は２のいずれかに該当するに至ったときは、

貸付額に係る返還の債務を免除する。 

１ 各貸付事業について次に該当するに至ったとき 

（１）介護福祉士修学資金貸付事業 

介護福祉士養成施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、県内の事業

所又は施設で返還免除対象業務に従事し、かつ、介護福祉士の登録日と当該返還免除対象業

務に従事した日のいずれか遅い日の属する月以降、５年（中高年離職者（入学時に 45 歳以

上の者であって、離職して２年以内のものをいう。）が返還免除対象業務に従事した場合は、

３年）（以下「返還免除対象期間」という。以下社会福祉士修学資金貸付事業においても同

じ。）の間、引き続き、これらの業務に従事したとき。 

（２）福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業 

福祉系高校を卒業した年度の介護福祉士国家試験の合格発表の日（卒業の翌年度以降の

試験受験のため返還猶予を受けている場合は当該猶予期間が終了した日）より１年以内に

介護福祉士の登録を行い、県内の事業所又は施設で、返還免除対象業務から福祉系高校修学

資金の返済免除対象業務の範囲（（国）福祉系高校修学資金貸付事業実施要綱の第７に掲げ

る範囲）を除いた業務に従事し、３年の間、返還免除対象業務に従事したとき。 

（３）介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業 

実務者研修施設を卒業後、介護福祉士国家試験に合格した日から１年以内に介護福祉士

の登録を行い、県内の事業所又は施設で返還免除対象業務に従事し、かつ、介護福祉士の登

録日と当該返還免除対象業務に従事したいずれかの遅い日の属する月以降、２年の間、引き

続き、これらの業務に従事したとき。 

ただし、貸付申請年度の翌々年度の介護福祉士国家試験までに合格した場合に限る。 

（４）離職した介護人材の再就職準備金貸付事業 

介護職員等として県内の事業所又は施設に就労した日から、２年の間、引き続き、介護職

員等の業務に従事したとき 

（５）障害福祉分野就職支援金貸付事業 

第４の３の障害福祉職員として県内の事業所又は施設で就労した日から、２年の間、引き

続き、障害福祉職員の業務に従事したとき。 

（６）社会福祉士修学資金貸付事業 

社会福祉士養成施設を卒業した日から１年以内に社会福祉士の登録を行い、県内の事業

所又は施設で返還免除対象業務に従事し、かつ、社会福祉士の登録日と当該返還免除対象業
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務に従事した日のいずれか遅い日の属する月以降、返還免除対象期間の間、引き続き、これ

らの業務に従事したとき。 

２ 返還免除対象業務等に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に

起因する心身の故障のため返還免除対象業務等に継続して従事することができなくなっ

たとき。 

３ １の（１）～（６）による免除を受けようとする者は、返還猶予期間終了後、県社協会

長が定める期限までに、返還免除申請書に業務従事期間証明書を添付して申請するものと

する。 

（２）２による免除を受けようとする者は、県社協会長に当該事由が発生してから２月以内

に返還免除申請書に、死亡の場合は死亡届および死亡診断書、心身の故障の場合は診断書等

の書類を添付し、申請するものとする。 

 

第１５ 返還の債務の裁量免除 

 県社協会長は、本事業による貸付けを受けた者及び連帯保証人が、次の各号のいずれかに

該当するに至ったときは、貸付額（既に返還を受けた金額を除く。）に係る返還の債務を、

当該各号に定める範囲内において免除できるものとする。 

１ 死亡し、又は障害により貸付けを受けた修学資金を返還することができなくなったと

き。 

 返還の債務の額の全部又は一部 

２ 長期間所在不明となっている場合等、貸付額を返還させることが困難であると認めら

れる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から５年以上経過したと

き。 

   返還の債務の額の全部又は一部 

  ただし、当該免除を行う場合は、県の承認を得ることとする。 

３ 介護福祉士修学資金貸付事業、福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業及び社会福

祉士修学資金貸付事業の貸付けを受けた者が、県内において修学資金による貸付けを受

けた期間（返還充当資金については、福祉系高校修学資金の貸付けを受けた期間と同じ）

以上、返還免除対象業務に従事したとき。 

  返還の債務の額の一部 

ただし、貸付を受けた期間以上所定の業務に従事した者であっても、本人の責による

事由により免職された者、特別な事情がなく恣意的に退職した者については適用しない。 

４ １～３による免除を受けようとする者は、県社協会長に当該事由が発生してから２月

以内に返還免除申請書に、当該事由を確認することができる客観的根拠書類を添付し申請

しなければならない。なお、一部免除・一部返還の申請をする場合は、同時に貸付金の返還

計画を、返還明細書にて県社協会長に申請しなければならない。 
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第１６ 返還 

本事業による貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合（第１７による返

還猶予の承認を受ける場合を除く。）は、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の

翌月から県社協会長が定める期間内に、貸付金を返還しなければならない。 

（１）貸付契約を解除したとき。 

（２）介護福祉士養成施設を卒業した日から、１年以内に介護福祉士の登録をせず、返還

免除対象業務に従事しなかったとき。 

（３）実務者研修施設を卒業し、介護福祉士国家試験の合格発表の日より１年以内に介護

福祉士の登録をせず、返還免除対象業務に従事しなかったとき。 

（４）社会福祉士養成施設を卒業後より１年以内に社会福祉士の登録をせず、返還免除対

象業務に従事しなかったとき。 

（５）福祉系高校を卒業した日の直近の介護福祉士国家試験の合格発表の日（卒業年度以

降の介護福祉士国家試験受験のため返還猶予承認を受けている場合は当該猶予期間終

了後）より１年以内に介護福祉士の登録をせず、返還免除対象業務に従事しなかった

とき。 

（６）県内において返還免除対象業務等に従事する意思が無くなったとき。 

（７）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。 

２ 虚偽その他不正な方法により、貸付の申請及び貸付を受けたことが明らかになったと

き。ただし、この場合は県社協会長が指定する期日までに一括返還しなければならない。 

 

第１７ 返還の債務の履行猶予 

１ 当然猶予 

県社協会長は、本事業による貸付けを受けた者が次のいずれかに該当する場合には、本人

の申請により、当該各号に掲げる事由が継続する期間、貸付額に係る返還の債務の履行を猶

予する。 

（１）貸付契約を解除された後も引き続き貸付決定時に在学していた介護福祉士養成施設、

実務者研修施設又は社会福祉士養成施設に在学しているとき。 

（２）貸付決定時に在学していた介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者研修施設又は社会

福祉士養成施設を卒業後、引き続き、他種の養成施設等（介護福祉士養成施設卒業者に

おいては社会福祉士養成施設、社会福祉士養成施設卒業者においては介護福祉士養成

施設）において修学しているとき。 

（３）貸付決定時に在学していた福祉系高校を卒業後、引き続き、学校教育法に定める大学

若しくは専修学校、介護福祉士養成施設又は実務者研修施設に在学しているとき。 

２ 裁量猶予 

県社協会長は、本事業による貸付けを受けた者が次のいずれかに該当する場合、当該事由
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が継続している期間、履行期限の到来していない貸付額にかかる返還の債務の履行を猶予

することができる。 

（１）介護福祉士修学資金及び社会福祉士修学資金について、養成施設卒業後 1年以内に返

還免除対象業務に従事するために就職活動しているとき 

（２）介護福祉士実務者研修受講資金、福祉系高校修学資金返還充当資金および社会福祉士

修学資金について、養成施設（福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業については、

福祉系高校）卒業後、国家試験（介護福祉士実務者研修受講資金については介護福祉士

国家試験、社会福祉士修学資金については社会福祉士国家試験）の合格発表までの期間 

（３）県内の事業所又は施設で返還免除対象業務等に従事しているとき 

（４）災害、疾病、負傷、出産、育児、介護により休暇、休業又は退職となったとき（返還

免除対象業務等に復職又は再就業する意思がある場合に限る。） 

（５）その他やむを得ない事由があるとき 

 

第１８ 延滞利子 

 県社協会長は、本事業による貸付けを受けた者が正当な理由がなく貸付額を返還しなけ

ればならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の

日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年３パーセントの割合で計算した延滞利

子を徴収するものとする。 

ただし、介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付事業については令和２年４月入学生より、

実務者研修受講資金貸付事業・離職した介護人材の再就職準備金貸付事業については令和

２年４月１日以降貸付決定者より適用する。それ以前に貸付けを受けた者については従前

の年５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。 

なお、当該延滞利子が 1,000 円未満となる場合は、払込の請求及び督促を行うための経費

等これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認め、当該延滞利子を債権とし

て調定しないものとする。 

 

第１９ 会計経理 

１ 本事業の実施に当たっては、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年厚生労働省令第 79

号）に基づき、サービス区分において明確に区分を設け経理する。 

特に、（国）福祉系高校修学資金貸付事業実施要綱に基づく福祉系高校修学資金貸付事

業と本要綱に基づく返還充当資金貸付事業については、一体的に実施するものであるが

サービス区分は同一にせず、サービス区分を分ける。 

また、返還充当資金の会計処理については、第１１の１に規定するとおり、福祉系高校

修学資金として貸付けた金額と同額を返還充当資金のサービス区分から、福祉系高校修

学資金のサービス区分の勘定科目の付け替えによる処理を行う。 

２ この事業を実施している間において、貸付金の原資の運用によって生じた運用益及び
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当該年度の前年度に発生した返還金の十分の九（国庫補助分）については、本事業の会計

区分に繰り入れることとする。 

また、当該年度の前年度に発生した運用益及び返還金の十分の一（県単独補助分）につ

いては、当該度の県単独補助金の交付申請において、当該年度の補助所要額から当該金

額を控除し申請することとする。 

 

第２０ 報告 

１ 県社協会長は県の要綱に基づき、四半期ごとの事業運営実績、ならびに毎年度 10月に、

前年度 10月から３月までの貸付実績と、当該年度４月から９月までの貸付実績を、県知

事に報告するものとする。 

２ 県社協会長は、毎年度終了後、各貸付事業に係る事業実施状況（スケジュール、貸付決

定者の内訳、貸付件数、貸付額、返還・免除の決定状況、返還猶予中人数、返還額、返還

中の人数、返還未済額、事務費等の実績を含む。）及び貸付原資等の残額を記載した事業

実績報告書を作成し、県知事に報告するものとする。 

３ 県社協会長は、毎会計年度終了後すみやかに決算を終了し、県知事に報告する。 

 

第２１ その他必要となる事項 

この要綱に定めるもののほか、本事業の円滑な実施に当たり必要となる事項については、

県社協会長が別に定めることとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 28年７月 30日より施行する。 

但し、介護福祉士修学資金貸付事業及び社会福祉士修学資金貸付事業については、平成

28 年４月入学生より適用する。 

（介護福祉士の資格取得に関する特例に係る取扱い） 

２ 介護福祉士修学資金貸付事業の貸付けを受けた者のうち、介護福祉士資格取得に係る

特例措置を受けるものであって、特例措置期間終了時に介護福祉士の資格を有しなくな

った者は、返還対象とする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 28年 12 月 28 日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 29年３月 14 日より施行し、平成 29年３月１日より適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 29年 11 月 10 日より施行する。 

附 則 
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 この要綱は、令和２年４月１日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年９月３０日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は令和３年 11月１日から施行し、令和３年４月１日より適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日より施行する。 

 

 

 

【別表】生活費加算の額について 

１級地―１：横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、三浦郡葉山町 

１級地―２：横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、

座間市 

２級地―１：伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、高座郡寒川町、中郡大磯町・二宮町、

足柄上郡大井町・松田町・開成町、足柄下郡箱根町・真鶴町・湯河原町 

３級地―１：足柄上郡中井町・山北町、愛甲郡愛川町、清川村 

 １級地―１ １級地―２ ２級地―１ ３級地－１ 

19 歳以下 46,000  45,000  43,000  41,000  

20 歳~40 歳 46,000  45,000  43,000  41,000  

41 歳~59 歳 46,000  45,000  43,000  41,000  

 


